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規 則



には、茨城県病院局物品等又は特定役務調達手続の特例を定める規程（平成18年茨城県病院事業管理規程第22号）第

２条において準用する茨城県物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年茨城県規則第98号）第４

条第１項の公告又は第５条第１項の公示を行った日　⑧落札方式又は随意契約による場合にはその理由

①内視鏡システム　１式　②茨城県立中央病院　茨城県笠間市鯉淵6528　③令和８年４月13日　④株式会社自治体病

院共済会　東京都千代田区平河町二丁目７番５号　⑤月額4,985,500円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）　⑥

一般競争入札　⑦令和８年２月26日　⑧最低価格

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

　

指　　　　　示

　

（茨城海区漁業調整委員会）

茨城海区漁業調整委員会指示第１号

　茨城県海面におけるいか釣り漁業について、漁業法（昭和24年法律第267号）第120条第１項の規定に基づき次のと

おり指示する。

　　　令和８年４月30日

茨城海区漁業調整委員会　　　　　　

会　長　　清　　水　　信　　宏　　

　（操業の承認）

１　茨城県海面において、いか釣り漁業（無動力漁船及び総トン数５トン未満の動力漁船を使用するものを除く。）

を操業しようとする者は、使用する漁船ごとに別に定める取扱要領により茨城海区漁業調整委員会（以下「委員

会」という。）の承認を受けなければならない。ただし、試験研究又は実習を目的とする者は、この限りでない。

　（承認対象漁船）

２　承認の対象となる漁船は、総トン数30トン未満の動力漁船であって次の各号のいずれかに該当するものとする。

　敢　前年、当委員会指示に基づき承認を受け操業の実績を有する者

　柑　委員会が特に認めた者

　（県外船の承認定数）

３　県外船について、委員会が承認をすることができる最高限度は22隻とする。

　（制限又は条件）

４　この漁業の制限又は条件は、次のとおりとする。

　敢　操業の禁止区域

　　　最大高潮時海岸線から10,000メートル以内の海域で操業してはならない。

　柑　電気設備

　　　集魚燈に使用する電球の総設備容量は、180kw以下でなければならない。

　桓　承認証備え付け等

　この漁業の承認を受けた者は、操業の際は、承認証を当該漁船に備え付けるとともに別に定める標識を船橋両

側面に表示しなければならない。

　（漁獲実績報告書の提出）

５　この漁業の承認を受けた者は、操業終了後速やかに別に定める漁獲実績報告書をその者が所属する漁業協同組合
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に提出し、当該組合は一括取りまとめ委員会へ令和９年６月30日までに提出しなければならない。

　この場合、県外に所在する漁業協同組合にあっては、その所在地を管轄する都道府県において一括取りまとめ提

出するものとする。

　（承認の取り消し）

６　この指示に違反した場合には、承認を取り消すことがある。

　（指示の有効期間）

７　この指示の有効期間は、令和８年６月１日から令和９年５月31日までとする。

　（取扱の細目）

８　この指示の定めるもののほか取扱の細目については、いか釣り漁業に係る委員会指示取扱要領に定めるところに

よる。

標識

　　　　文字、枠とも黒色
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いか釣り漁業委員会指示取扱要領

　令和８年４月30日付け茨城海区漁業調整委員会指示第１号によるいか釣り漁業の委員会指示に関する取扱要領は、

次のとおりとする。

　（申請書の提出）

１　いか釣り漁業の操業の承認を受けようとする者は、使用する漁船ごとに承認申請書（別記様式第１号）に、次に

掲げる書類を添えてその者が所属する漁業協同組合に提出し、当該組合長は申請書を一括取りまとめの上、操業承

認申請総括表（別記様式第２号）と副申書を添えて委員会に提出しなければならない。この場合、県外に所在する

漁業協同組合にあっては、その所属地を管轄する都道府県知事を経由するものとする。

敢　申請理由書

柑　漁船原簿謄本（県外に住所を有する者に限る。）

桓　前年の水揚げ実績を証する書面（６に規定する漁獲実績報告書を提出した者を除く。）

　（承認申請書の提出期限）

２　承認申請書の提出期限は、原則として、令和８年８月31日までとする。

　（承認証の交付）

３　委員会が承認したときは、承認証（別記様式第３号）を申請者に交付する。

　（承認証の書換交付）

４　承認証の記載事項（氏名又は名称を除く）に変更を生じたときは、遅滞なく承認証書換交付申請書（別記様式第

４号）を委員会に提出し、書換交付を受けなければならない。

　（承認証の再交付）

５　承認証を亡失し、又はき損したときは、遅滞なく承認証再交付申請書（別記様式第５号）を委員会に提出し再交

付を受けなければならない。

　（漁獲実績報告書）

６　委員会指示第５に規定する報告書の様式は、別記様式第６号とする。
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